
令和 3 年 1月 14 日 

お取引先様 各位 

ヨネ株式会社 

 

新型コロナウイルス感染対策について 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、ご存知のとおり新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が弊社所在地である京都府・東京都を

含む 11 都府県に発出されております。関係者の皆様や弊社従業員の感染防止を目的として、弊社といた

しまして以下の取り組みを行いますのでお知らせいたします。 

 

  ・期 間：令和 3 年 1 月 14 日（木）～緊急事態宣言終了時まで 

 

  ・取組内容：不要不急の外出（出張・訪問・営業活動・会食等を含む）の自粛 

        営業員の交代勤務 

        こまめな手洗いの実施、外出時のマスク着用・出社前および出社時の検温の徹底 

        20 時以降の不要不急の外出の原則禁止 

 

  ・対 象 者：弊社従業員（正社員・契約社員・準社員・副社員・派遣社員） 

 

  ・備 考：本社・東京支店ともに通常どおり営業いたします 

        出荷および納品については、通常どおり行います 

        出社する社員の人数が少なくなるため、迅速な対応が困難となる場合があります 

        何卒ご承知おきいただきますようお願いいたします 

 

 ※なお、上記取り組みにつきましては、今後の状況により変更する可能性がございます。 

 

 お客様をはじめ関係者様におかれましては、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 

以上 
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